
議案第９４号  
入間市健康福祉センター条例の一部を改正する条例  

条例 別記のとおり   
  令和４年１１月２９日提出  

入間市長  杉 島 理一郎   
      提 案 理 由  
受益者負担の適正化とともに、施設の効率的活用を図るため、健康福祉センターの使用料

の改定等をしたいので、この案を提出するものである。   
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   入間市健康福祉センター条例の一部を改正する条例  
 （入間市健康福祉センター条例の一部改正） 
第１条 入間市健康福祉センター条例（平成１４年条例第４５号）の一部を次のように改正

する。 
  別表第２に次のように加える。 

備考 スタジオの利用時間は、月曜日から土曜日までは午前９時から午後９時まで、日

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日は午

前９時から午後５時までとする。 
  別表第３を次のように改める。 
  別表第３（第１２条関係） 
    個人利用施設に係る使用料 

                                （単位 円） 
施設名 利用区分 金額 

６５歳未満 ６５歳以上 

トレーニング室 １回券 ４００ ３００ 

回数券（１１回券） ４，０００ ３，０００ 

障害者 １００ １００ 

超過料金（２時間ごと） ４００ ３００ 

シャワー使用料 １００ １００ 

  備考 
１ トレーニング室の利用時間は、月曜日から土曜日までは午前９時から午後９時ま

で、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は午前９時から午後５時ま

でとする。 
２ トレーニング室の利用時間は２時間までとし、２時間を超える利用をした者（障

害者を含む。）は超過料金を納付するものとする。なお、超過料金は２時間を超える

利用をするごとに納付するものとする。 
３ トレーニング室を使用できる者は、１５歳以上（中学生を除く。）で、センターが

行う講習を受けた者とする。 
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４ 障害者は、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する

身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第 
１２３号）第４５条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱（昭

和４８年９月２７日付厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知別紙）に基づく療育

手帳の交付を受けている者とする。 
５ 市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有しない者（市

内に在勤又は在学する者を除く。）の使用料は、倍額とする。 
第２条 入間市健康福祉センター条例の一部を次のように改正する。 
  別表第３中 
 「 

                                        」 
 を 
 「 

                               」 
 に改める。 

施設名 利用区分 金額 

６５歳未満 ６５歳以上 

トレーニング室 １回券 ４００ ３００ 

回数券（１１回券） ４，０００ ３，０００ 

障害者 １００ １００ 

超過料金（２時間ごと） ４００ ３００ 

シャワー使用料 １００ １００ 

施設名 利用区分 金額 

トレーニング室 １回券 ４００ 

回数券（１１回券） ４，０００ 

障害者 １００ 

超過料金（２時間ごと） ４００ 

シャワー使用料 １００ 
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   附 則 
１ この条例中第１条の規定は令和５年４月１日から、第２条の規定は令和６年４月１日か

ら施行する。 
２ 第１条及び第２条の規定による改正後の別表第２及び別表第３の規定は、前項に規定す

るこの条例の施行の日以後の利用についてそれぞれ適用し、同日前に発行された別表第３

に係る回数券を同日以後に使用しようとする場合は、次のとおり差額を納付するものとす

る。  
発行日 発行日の年齢 利用日 差額 

令和５年３月３１日まで ６５歳未満 令和５年４月１日以後 利用１回につ

き１００円 
６５歳以上 令和５年４月１日から令

和６年３月３１日まで 利用１回につ

き１００円 
令和６年４月１日以後 利用１回につ

き２００円 
令和５年４月１日から令

和６年３月３１日まで ６５歳以上 令和６年４月１日以後 利用１回につ

き１００円    


